
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
二
十
四
号

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
第
四
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
方
法
を
定
め
る
内
閣
府
令

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
条
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
方
法
を
定
め
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
四
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
個
人
が
寄
附
を
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
相
談
を
行
う
た
め
に
法
人
等
以
外
の

者
と
連
絡
す
る
方
法
と
し
て
通
常
想
定
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
電
話

二
　
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
そ
の
受
信
を
す
る
者
を
特
定
し
て
情
報
を
伝

達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
（
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る

方
法

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
定
め

る
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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